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消費者教育・婦人教膏の関連領域

戦後の消費者運動の展開と消費者教育の形成

社会教育研究室・教授 糞土路達 雄

まえがき

現代資本主義のもとで、勤労人民諾階層の生活過程は広〈深〈商品経済Kとらえζまれ、ぞとにな

いては独占資本主義の支配収奪の進行が耐えがたいまでになっている。その結果もたらされた現代的

貧国化は労働者階級を中心とする勤労消費者諸階層の広い生活擁護運動の念かK消費者運動とhう新

しいジャンルを形成せしめるにいたっている。むろん、物価問題は資本主義とともK古い政治争点を

念してきたが、その運動の広汎さと持続性十てないで戦後のわが国の消費者運動はその質を異Kし、と

bわけ 19 7 3、品生存のオイノレショック時ぞれは新しい段階を迎えているといってよい。

われわれはそうした物僚による独市資本主義の途方自搾取と、それにたいする消費者運動の対抗関係

のうちに、消費者教育という新しい社会教育の領域の形成・成熟の必然性をみるものだが、そのメカ

ニズムKついて概観し、要点を指摘してみたいとbもう。

1. 現代資本主義下の物価鵠題

まず、基礎的念ごと台の経済過程Kついて確認するととからはじめよう。

現在、われわれの生活がどのように深〈強〈独占資本主義的商品経済に規定されているか、それ

はいわゆる消資者物価指数consumersprices indexの対象42百品自のうち、過半のものがすで

に独占的商品Kなっているととからもうかがうととができる。中村i後英Kよれば独占商品8割、独

占的商品 2言語、計 5割と分析し、また隅谷三喜男はカルテル儲格品目、行政介入価格品自もふくめ

て6割と推定、さらに小谷武正Kいたっては 8鋭迄が独占商品と計算している。

いずれκぜよ、現代の商品社会tてかける勤労人民の生活はその過半を独占的価格形成、つまり 独
占利潤Kよって規定され、追加搾取をうけているといわねば念らぬ。ととK深刻かっ切実念現代資

本主義段階独自の物価問題があるわけだ。

いま、それを勤労人民の生活に即してとらえる念ら、少くとも次の三三つの問題点を塘下げてみる

必要がある。(1)物倒形成のメカエズム、 (2)商品の質の菌とのかかわり、 (3)独占の消費促進出誘導策

の代表としての宣伝・広告、の三つである。以下、順次それをみていとう。

(1) 物価謄糞のメカニズム

消費者運動の展開の念かで、物価の三悪念いし四惑というととがいわれる。三懇とは、独占価格、

公共料金、インフνーツョンであり、ぞれK税金をくわえ困惑という場合もある。ぞれは価格形成

のメカ zズムの独自性を、それぞれに照応した独自の戦い方からとらえた有効かつ的確念整理であ

るといってよい。

ζのうち独占偲格は、関l.JIJ独占資本の独占価格のほか、カルテル価格、再販売価株契約制

resale price policy (いわゆる縦カルテル)をもふくむ広義の概念としてつかわれるととはいう
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までも念いであろう。

前にふれたように、との独占価格は勤労消費者の生活過程Kふかくかかわって、その「あくどさ j

は切実念勤労消費者の闘いの中で次々と暴露され、勤労消費者の ansich念生活擁護運動は自覚的

念fursich念物価吊上げ反対斗争として組織されるにいたっている。

その代表的念事例として、われわれはテレピ、冷蔵庫等の弱電気製品、化粧品、薬品、洗剤等の

品gをあげるととができる。

弱電気製品の場合は自動車とともV亡、菌内価格のニ分の一念いし三分のーの輸出価格がアメリカ

で問題とされ、ぞれKついて独占がアメワカ議会にたいし適正利潤を飾るみ済みと証言したととに

よって、閣内勤労消費者の怒タを翼うKいたったものである。そうした輸出価格との開差からする

独占価格のからく bの生活的認識とあわぜ、運動の展開のなかで生産原価の再構成Kよる推定も広

〈試みられるKいたった。事実、代替溺品の指定生産委託の試みも念され(たとえば化粧品がその

代表)、独占価格の実践的認識は広〈大き〈進んだ。物価、とりわけ独占価格のからく bを暴露し

た審物もあいついでベストセラーと左b、海銀間前進κ役立った(むろん、それは運動の成果から
多〈のヒントをえているわけだが)。

とれらの独占価格は多〈独占禁止法K関係していて、ぞれ自体消費者運動の結果を多かれ少かれ

反挟しているのだが(そして、そのかかわりを直接的契機として運動の展開する場合が多いのだが)、

そのことは画家独占資本主義段階の特質といえる。とくに縦横のカルテノレの原則的禁止はその適

例であるが、総じてその原則は法文上のものKとどめられている(例えば化粧品1.7岳 9品目中再

販売価格制度の認められているもの1.2 5 6品g、薬の場合は 2.412品目中 924品目〉。しか

も、そのととは事実上の「ャミカルテルJの多さを物語る。すでK、国独資下では独占鏑格は上部

構造としての政策を不可分に自らのうちに包蔵しているのである。

その点では、公共料金、インフレーションでは園独資的政策、したがってそのカは決定的である。

公共料金のうちKは①閉会の議決によるもの(闇鉄滋賃、郵使、電信電話料金、タバコ、 NHK

受信料)、③政府の決定するもの(米価、アルコール、健保の医療費、国立学校授業料)、ゆ向じ

〈政府が認可、許可するもの(ガス、電気、程議失速策、自動車運送料等)、場その他自由価格を源

開とし念がらも行政介入するもの(届出精IJ，価格変動巾、水準への政府規制、業者間協定の指導等)

の諸形式がある。また、自治体Kついても共通した関係がみられる。

とれは国独資段階1'C;j:，~ける闇家資本ないし公共資本の広汎な形成、社会資本の形成の広ぎを考え

る時、物価問題の大き念分野を念している。

それKついて指摘しうるととは、①その決定K一定の根拠法がつ〈られ、一郎審議会形式がとら

れているとと、③主主草案財(サービス)と消費財の隠用途をもっ商品(サービス)部門では差別価格

制がとられているとと、等である。その開差は往々勤労消費者の矛盾の認識の契機と念っている

(例えば、電力料は家庭用 12円/キロワットKたいし、大口業務用は 3.9晶円にすぎ念い等)。

第五のインフνーションは大恐慌後全般化した管理通貨制度をフルに利用しての資本主義的危機

対応、拡大再生産の不可欠の条件と念っている。 1955年から 71年にかけて、わが国の国民所

得4.6倍、銀行券の発券・流通量9.5倍、マネー・サプライ 12.2倍という数字がその ζとを端的

K表らわしているが、そうした体制的インフレ…γ 沼ンは赤字公債の発行(1 9 6 0年代前半の 1
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兆円にたいし、後半は B兆円から 9兆円に、 19 7 0年代は 10兆円から 20兆円にうなぎのほタ〉

はいまや悪循壌をするKいたっている。

以上のようK、現在の物価問題は経済問題であると同時K政治問題であって、後者の性格を捨象

する ζ とはでき念い。

すでに、先進資本主義国にかいては、罰民総所得Kたいする闇署長支出は表 1 のよう VC2~3 割K

上夕、調民経済のあD方にたいする政、冶の力は直接的となっているうえ、間穣の性格をもっ財政投

融資の原資の多〈が社会保障関係制度のそれから成立っていることが運動の性格をニ震K階級的な

ものとしていくのである。

表1 先進資本主義国Kかける盟民総生産と悶家支出

(単位10億各国貨幣単位〉

国名
菌民総所得 関 家 支 出
1950 1965 1950 (GNP比) 1965 (GNP比〕

日 本 6922 30540 1481 (21.岳) 6613 ( 21.6 ) 

アメワヵ 286 692 69.5 ( 24.4) 197 ( 2 8.5 ) 

イタザア 12455 352 岳岳 3545 ( 28.5 ) 1 2 7 6 8 ( 3 6.3 ) 

イギリス 13.27 35.35 4.36 ( 32.8 ) 12.9岳(36.7 ) 

溜ドイツ 97.8 448.8 30.3 ( 31.0) 168.3(37.5 ) 

フランス 100.8 461.4 3 0.7 ( 30.5 ) 181 (39.3) 

一
1. 原資料 /1Yearbook of National Accounts Statistics • 1966/1 ( U. N) 
z ソ連邦科学アカダミー『王晃代独占資本主義の政治経済学』上(協同産業出版部 .1972) 
pp岳71

(2) 独おの価値笑現と生産構造

さらに、独占価格Kみられる価値実現上の諸矛扇は独占段階特有の販売促進策を必然たらしめる。

いま、 ζの分野K立入る予裕は念いが、広汎念市場分割divisionof rnarketと、商品分化

products differentiation 、(プランド支配とモデル・チェンジ〉が主?と念われ、意業資本主義口

自由競争段階の一物ベ加の法員Ijは苔定され、独占価格の偲儀実現の経済強制はそのまま勤労人民の

消費強制としての性格をもつにいたる。

支え、いわゆる資本の系列化、集団イとは下請企業群、商業資本群の、そしてそれを透じる勤労消

費者の綴織化さえ広〈遂行するにいたる(資生堂の『花椿会L 山葉の『音楽教室J等〉。

ぞれは、基本的には独占的競争K規定され、必ず溺品開発、コスト低減競争による商品の質の相

対的絶対的懇化(不良商品、クミ焔商品、有害、危険商品等)と不可分であり、その被警の増大は必

然的に消費者運動を生起させ、拡大させ、自覚的運動K高めざるをえないのである。

(3) 独占の価値実現と宣伝広告

独占の飯売促進策のうち、宣伝・広告は消費者教育の上から格別の意義をもつので、別途に取上

げねば念ら~い。

それは独占の価値実現のためのイデオロギー支配として、いわば負の消費者教育の機能をもつか
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らである。

現代資本主義にないては、資本の宣伝広告警告は国民所得の 2-4oJJにのぼb、わが盟K沿いても

その総額は 1兆円Kなん君主んとしている。

その特徴を要約すればつぎのとうりである、

@ 経済学的Kいえば、それは個別資本が競争ないし独占的競争の念かでみずからの市場確保の

ため十てなと念う販売促進の重喜塁手設の一つだが、それは不生産的な社会告憾費制ωsten ~亡ほか左

らぬ〈ピグーでさえ、その存在をもって社会主義Kたいする資本主義の不利の一条件としてあげて

いるほどである一向著『資本主義対社会主義JI)。

③ その市場命IJ務のメカニズムは特定鱒別資本の商品の需要喚起のみならず、同種部門溜品若手の、

他穏溜品群にたいする優位から、さらKは需要喚起による将来所得の先取消費t亡をで及ぶ(割賦販

売その他消費者信用との結合)。

⑨ ζ うした資本主義K不可欠な広告の属性からして、広告代理資本の自立、独占の形成を促し、

すでに臼本の電通は世界第4の広告独占と念つでさえいる。それはマスコミ媒体の発展とともにま

すます肥大化し、国家独占資本主義のもとでは政治広告tてまでふみとむにいたtJ(ニクソン大統

領選挙の故知は美濃部・秦野選挙戦のさいにもフルκ運用された)、したがってその機能は勤労人

即てたいする欲望支配から、独占資本主義のイデオ口ギー支配に拡張される。

④ 広告の方法と内容Kは、かつてドラッカーが「広告は最高の教育システムである」といった

ようK、教育学的心理学的成果と手法がフルK動員、利用される。むろん、そζでの最終効果は商

品の売上げにほか念らぬという点では、それはなよそ非教育的と念らざるをえ念いが、その効果測

定が売上げの増加という客観的念ものであるだけκ、そζでは資本の本性を賭けた死斗が展開する。

電通の社員アドマン十訪日ほどそのナざまじさと独占資本の腐朽性を示すものは念いだろう。十謬11

とは乙うである。①もっと使わせろ、③捨てさぜろ、ゆムダ使いさせろ、⑧季節感を;忘れさせろ、

⑨プレゼントさぜろ、⑥コンピネートで使わせろ、⑦きっかけをつ〈れ、@流行かくれκさせろ、

⑨気安〈号室わぜろ、。混乱をつくり出せ。

⑨ だが、われわれは広告の荷品情報提供機能をも否定するものでは念いととをつけ加えてなか

ねばならぬ(社会主義広告では f鴎品Jの性質、使用法の社会教育係機能をもつものと規定されて

いるーソグイエート・エンチクロペデイー)。すでK、マスコミ共闘に属する電通労の広告綱領に

示されるよう K、bしrうそとKは広告の民主性、広告権の保障という運動課題があり、教育運動と

の交錯点があることを見逃しではならないのであろう o 問綱領はいう。1.真実の広告、磁のない広

告、 2.中小企業の広告権の保降、 3.広告主、代理業のマスコミ支配(記事差止め、放送干渉等)反

対、 4.政府介入、言論支配反対、表現の自由保騒、 5消費者、国民と一体に走った広告づくり、 6.

広告労働者の広告批判の自由。

2. 消費者鷲動の展開と消費者行政の登場

戦後の消費者運動の歩み

以上のよう念資本の攻撃と収奪支配のもたらす人間疎外、現代的貧国化Kたいしては、勤労人民

の抵抗と反撃が必然的に組織される。それがいわゆる「消費者運動 jである。
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戦後わが国の消重量著者運動の歩み

頭 期 有 警 商 品 消費者連動 消費者行政(自治体行政〉

第一期戦後インフレ期 (51)オーラミン(羨色料〉 (45)食糧メーデー
戦後民主化と独禁法 (47)牛肉マJレ公、不良マッチ

(48)主婦苦情持より

(対日政策の変化) (51)オーラミン

独禁法改正 (54-55)縫糸、ジュース、牛乳分析
(59- )牛乳値上げと集団飲用筆動

第一期朝鮮戦後独占復活綴 (54)策変米 (52，53)独禁法改悪Kたいする運動
独占の復活と独禁法緩和 (55)森永ヒ素入ドライミノレク (56)全国消回連

(5守n常事聖者大会
中小企業団体法、選衡法

品、流通革命、消費箪命容器 独禁法緩和反対連絡懇談会

始 (59)函鉄パス、公共料金値上げ反対

新時代値上げ反対(年ヤ延ミカ期ルテノレ)
22県100万人 1
北海道九州炭労

第二期安保改訂以後 (60)ーセ牛缶 (61)消団連と国労の反合理化、運賃 日本生産性本部
(61)サ円、イト事件、グロン酸批判 値上げ反対、私鉄運賃値上げ反 消費者教育の開始 (00) 

慣例
(62)合成洗剤有害論争 対、公共料金値上げ反対懇談会 日本消費者協会の設立 (61) 
(サリドマイド提訴) (63)重税、高物価反対中央集会 コンサルタント養成 (62) 

(63)アメリカ、チクロ発ガン性指嫡 64)全国消費者大会、総評・ i可盟・ 経済企磁庁
(64)持レモンテケチャップ事件 -新渡部の生活瀦争の 消費者保護答申 (63) 

アンアプ〉樹レ風脂邪合薬中毒死 N畠tionalCenterイヒ 消愛生活センター (65) 
(66)ニl-lJ 脂食器フォ)1/マザン検出 消費者保護教育答申 (66) 
パラチオン 文部省

(67)ポッカレモン 社会教育主導講習規定改正 (67)
(68)カネミ池症事件 盟民生活研
69)チクロ禁止、カトヒカ電池、 消費者教育の意義と内容 (68) 

欠(陥車、牛乳残留農ニオ薬ン問)題 消費地者方一保自治護基本法
(68) 

70 ユーザーズユ 同 法改正 (68) 
第邸英語 スタグプレーγ ョン期 (70)電子νンジ電磁線もれ、スモッグ (70)テレピー蓑価格調査と (71法下

独占禁止法改正問題(71)キノフォルム、コテクノレ、エタンブトー 会臣室品争Boとycott 

(雪内、概投機 ) ノレ、 PCB、AFa(上野製薬提訴) (70)プミ戦 過剰包装追放運動
(1974.5神戸市民の〈らしを守る条例)

タッグフレーション コカコーラびん破裂 19止び75.、消10表費示東被警京等都の救事生済業K活行物関為ナ資の危害の妨
(72)石油蛋白、亙硝酸塩発がん性

(72〕7く貿4(ゴ)民占授ミ主の機的売Zと僧規SO4現制6i}l象給SのE10畳Kd場っzJE>きの出闘すい
の適正化及

(粉石量産運動) (73) 
る条例)

(73)遼ハ縛ム研)AFz変築遺縛性(無添加 的議Ij 後場
(1976. 2 3都府県、 3政令指定都市

石禁速の騒い
その他主婆都市t'L$>いて条例)

(74)アメリカ塩ピモノマ一発がん性
(75)リジン論争

表B
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主念特徴点を確認して主?とう。

③ 戦後の消費者運動はbよそ三つのうねタをもっている。第一は戦後の慈性インフレ期、第二

は朝鮮戦争後のインフν期、そして第三が高度経済成長期以降の待期である o

すでに、前二期で先駆的な取組みが試みられ、とbわけ朝鮮戦争後の独占資本の復活とともK独

占禁止法改正をめぐって全国的消費者団体の形成がみられるが、それが本格的左大衆運動と念るの

は高度経済成長期K入って、物価の勝賞と不良商品の登場があいつぎ、国民諸階層の生活がなびや

かされるにいたってからである。

窃 しかし、前二期ですでに鞠冶され、組織された消費者運動の対応は急速な成長発展をとげた

といってよい。と bわけ、独占価格Vとたいする広汎念大衆的抵抗運動は 19 5 9年の新開代値上げ

反対闘争にみられる。ナ念わち、そのさい全国 22県 100万人の結集Kよって、新開代の値上げ

は事実上 1年間Kわたって阻iとされたのである。消費者運動のとの経験と教育は大きかったが、そ

の成果を獲得しえた主体的条件は北海道なよび九州の炭労(とりわけ炭婦協)が消費者団体連絡協

議会(1 9 5 6年、独占法改正反対運動のカで結成 )VC参加し、その原動力と念ったととによる。

もともと、消費者運動のナショナルセンタ一、消関連の結成は、日本生協連合会の存在を前援に

するが、そζえの各種消費者運動関係間体、婦入団体の結集は労働組合のナショナルセYターの組

織参加Kよって飛躍的念質的強化をみた。われわれはその典裂を 19 6 1年の国鉄運賃値上げ反対

遼動と盟労の度合理化闘争との結合κみるととができる。 60年安保改訂をめぐる菌民的念潤いの
経験が運動拡大の基礎的条件となったととはいうまでも念い。

③ さらκ、運動の具体的成果に走者思していう念ら、 19 7 0年から 71年Kかけての消費者?
団体のカラーテレビポイコット運動(結局新製品の売出しで 2割前後の値下げ獲得に成功)、

1 9 7 4年のオイルショック時のうねbのような値下げ運動(務金返却、瀕及課税、資占売憎み防

止法から独禁法の民主的改正案まで )VCわれわれはとれまでの消費者運動の到達水準をみるととが

できる。ぞれは原価公開、独占念いし独占価格の民主的規制稔として、国民婆求がよびその実現の

方法を実践の念かから定式化したのである。

とのようにして、いわゆる消費者運動ま労働者階級を中心として勤労国民諸階層の統一した物価

闘争、独占資本、国家独占資本主義の迫力日搾取・収奪にたいする全面的念騒いと念ったのである。

消賞者行政の登場

他方、上述の消費者運動の展開と国民世論の高まりκたいし独自の、いわゆる消費者行政の体制

がとられるのは 19 6 3年の消費者保護K関する答申をえて 19 6 5年K経済企画庁内K消費生活

センターが設寵され、さらVC1968年K消費者保護基本法が公布されるとh うよう VC1960年

代にないてである。

その経過κ立入る余裕はないが、 2つの点KついてのべないわけVてはいか念い。

第一はとの消費者行政Kかいてはその当初から消費者教育が不可欠の泣霞づけをもっているとと

である。

もともと、消費者行政の憲法といわれる消費者保護基本法Kついてはい〈つかの特徴的性格が指

摘される。ぞれの兵体的念保障は消費者保護会議の設置のみで、あとは消費者行政々策の方向づけ

をしたのみだから消費者の権利侵害Kたいする権利の実効化の方向性と権利行使のための(訴訟)
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手続き等、保揮は何ら規定されてい念い、免罪符的念ものκナぎ念い。

その具体的内容は、①危害妨ょと(第?条〉、消費者教育の推進(1 2 )、試験検査施設の整備

( 14)、密計量適正化(8 )、規格適正化(9 )、表示の適正化(10)と、⑧公正自由競争確

保(1 1 )、窃消費者の意見反映(13)と苦情処週休館IJの整備(1 5 )である。

ζの法律の思想的基礎fては、ケネディの臨つの消賞者の権制があると考えられるが、その権利の

法的保障の代!Hて、消費者教育が泣麓つけられているのは特徴的といわねば念らぬ。ぞれは、別の

機会Kふれたよう VC(本研究室報 19 7 6年版〉、臨独資下の政策の属性のーと念っているという

基識の上K、務費者行政の場合は本格的施策κとって代る「安上タ J機能をも託されているといっ
てよい。だが、そとには教育の性格からして本質的念問題がある。そこで後K消費者啓発というタ

ームがつかわれるよう Kなる。と問時κ、もう一つの方法として外郭団体への教育拳業の移管がな
と念われる。

もともと、いわゆる消費者教育をもっとも早〈系統的κとbあげたのは 19 6 0年の日本生産性

本部の取組みであ夕、やがてそれは政府とともκ日本消費者協会をつくってい〈 ζとと念る。前者

がアメリヵの消費者運動の宥和制度たる生産性本部の援助のもとκ設立されたととについてはあら

ためてふれるまでも念い。それは資本主義社会に共通にみられる動きであり、またそれは消費者教

育にとどまらず労働者教育κないても重要念動きを示しているとと、周知のとう P。
そうした準公的消費者教育の形成は、消費者保護基本法の制定の過程で、 19 6 7年文部省の社

会教育主事講習規定の改正Kよって、公的社会教育の中VC正式に位置づけられ、 r公的念ものκ念る
にいたった(但し、ぞれがきわめて不十分念ととが社会教育研究者の間で指摘されている一例えば

山口寓造〉。

第二の点は、消費者保護基本法の制定とともK地方自治法が改正され、各自治体K消費者行政現

業部課が設寵されたととである(したがって、消費者教育も各段潜自治体で取組まれるκいたる〉。
それについて、と〈に指摘してなかねば念ら念いのは、 1960年代からあいつく¥いわゆる第

新自治体にがいて住民自治の不可欠の一環として消費者「保護 jの自治体条例が制定されていくこ

とである。

その到達水準は 197岳生存の「神戸市民の〈らしを守る条例 jや1975年の東京都、「生活物

資の危害防止、表示等の事業ff為の適正化及び消費者被害の救済に関する条例jκ示されている。

それらは具体的K商品の表示基準や挙母価格表示基準、保証書添付基準、包装基準を定め、苦情処

濃のための自治体首長所属機関の設置や、消費考訴訟の援助をうちだしているし、松談にあずかっ

た不良商品の公表その他κよる社会的制裁による防止も定めている。

ぞとでは地方行政が自治的κ取組まれ、商品Kかかわる紛争の具体的解決(むろん、事業者tてた

いする住民の立場Kえっての〉のために立証糞任の売手責任命!lを主張するとともκ、消費者の権利

を人格不可侵権の主重姿念一部としての文化的生活を営む権利として診さJ色、その権利侵言撃を未然K

紡iとする立場へと発態さぜているのである。

したがって、ケネディの四つの消費者の権手段立つぎのような積極的主体的規定K前進せしめられ

ているo

①ケネディのいわゆる安全権は「生命と健康を俊され念い権利jとして、②情報権は「情報を速
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かκ提供され、さらK適正念表示を行はせる権利Jとして、@をた商品選択権は「不当念取引条件
を強制され念い権利Jとして、@意見表明権は「公正かつ速かK救済される権利Jとして規定され、

権利侵害につき自治体首長κ申出る権利、長の調査と予訪の賓任、国への行政取組みの要請の寅任
の規定等、手続きを明確Kして消費者の権利の積極的保障の努力が明確Kされている。

ζ うした住民の生活を基礎とした地方自治体の消費者行政はそのほかにも神奈川(他系列メーカ

一品の修繕義務〉、)lIu峰、仙台等(粉石鹸の安全供給糞任、良心的業者、地場産業の育成)、奈良

(協同購入への資金援助)等住民の生活防衛Kもとづく創意として多面的念、資本の利潤追求への

民主的規制の形態、を打出しつつある。

とはいえ、盟と自治体との関係~;t~ける法令の優先主義(先占領域論その他)は自治体条例の有

効性を議IJ限、滅殺しているととろK大き念問題が残る。

それだけに、以上のような憲法的基本権へむすびつけられた消費者の権利の強化のうえで、そうし

た思想K裏づけられた自治体(住民自治)の消費者教育は一層重婆念意義をもっといわねば念らぬ。

前節でわれわれは公共料金の決定の際、審議形式をとるととを指摘したが、革新自治体の場合は

その根拠法の民主的運営とともに審議会κbける消費者=住民代表の民主的選出(場合Kよっては
擦係労働組合の代表をも位置づけている〉κ努力し、それを実効イとしているとともつけ加えてがと
う。

3. むすび、消饗者教育の独自領域形成の条件

消費者教育の制度、方法と内容そのものKついては機会を改めざるをえ念いが、以上の消費者運

動と消費者行政の展開が消費者教育という独自の教育領域を形成するととKついてい〈つかの確認

をしてむすびとしよう。

消費者選動の過程では必ず消費者学習が不可欠の条件として取組まれ、ぞれは運動の輸の拡大と

前進『てないて相互規定的念作用を来す。カラーテレビのこ護側格の自主的念実態調査の取組や、灯

油の市場・流通言者関係の学習等はその適例である。しかも、それは経済学の学習から政策学習κ拡

大し、政治学習に発展する。

ぞれらは、かつて枚方テーゼが「社会教育は大衆運動の教育的側面」と規定したように生活と密

着し、生活そのものの計画的営為と不可分の、したがって未分化の状態tとある。

しかし、前Fてみたように、独占の広告という負の教育や、体制約軍宇和策としての「消費者啓発J

等の展開、は必然的K上部構造tてかける教育の方法と内容、制度にかける対抗関係K発展し、消費

者と資本との政治的経済的対抗関係とは独自の領域を形成するにいたるととが重要念のである。

ととで、勤労消費者の運動教育は勤労消費者の教育運動と~!J 、消費者教育をめぐる教育闘争κ
まで発展する。

そうした消費者教育をめぐる対抗関係Kついて要約する念ら、総資本の消費者教育が個別の商品

失識に教育内容を幾何ヒし(他方ではそうした無限の学習課題κ溺没させ)、勤労消費者にたい総
独占の提供する商品の「選択権jを承認する、いわゆる「賢い消費者づ<!J Jを主内容とするのに

たいし、自主的念消費者教育は生活権を基礎K資本主義社会の本質~:ìÊ!る内容をもっ。

その発展の遜程をわれわれは消費者運動の発展Kとも念う革新自治体の消費者関係条例の形成
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(つまり住民自治 H亡、そしてその到達点を独占Kたいす住民的規制論Kみる ζとができる。

す念わち、独占の1fIIJI'C:j;~ける法人(擬人)の私有財産、営業の自由の主張と、ぞれ『とたいする勤

労消費者の自然人、生ま身の人間の健康・安全権と幸福追求権との主張はいまや憲法的基本権にか

かわる対抗と念りつつあるが、その何れが基本かはあらためていうまでも念いであろう。

それは、いわゆるマル生教育をめぐって、労組側の「企業内教育といえども教育基本法にのっと

めて行うべきである」という主張と、資本の{目uの「企業の自由K窮する教育権jとの論争が展開し

たととと共通の問題性をもっといってよい。

それらの政治的結着はついて念いが、年間 30万人を ζえる準公的(体制的)消費者教育の受講

者のなかからずら少からぬ消費者運動の活動家が輩出し、真実をとらえてい〈という弁証法をわれ

われは興味ふかくみる。

切実左主主君主と生活にかかわる成人教育・学習は一方では生活と労働κbける対抗関係を透して必

然的K独自の教育領域を形成していくが、同時K他方では社会発展とともK必ず生活、労働と不可

分の新しい問題を発展せしめ、未分化念「計閥的営為」から新しい教育領域の分化形成をうながす。

そζκ、われわれは社会教育独自の根元性をみないわけにはいか念いのである。

補註.行論中ふれたくてふれえなかった問題κついて z、s課題のみ附記してがきたい。

1. 諸外圏の消費者選動との対比、と bわけアメリカのcu、C氏、ラルフネーダ…等の消費者
運動とその背景、イギリスの協伺組合教育とその背景の分析はわが留の消費者運動の独自性と

共通性を明確『亡するだろう。

2. 消費者教育と問時K研究面との関連の整理、とbわけ独占Vてなけるピッグ・サイエンスの形

成と研究労働者の取組みとのかかわりは逸しえない領墳である。

3. 盟、諸市町村の消費者教賓とともκ民間消費者団体、さらKは学校教育I'C:j;~ける消費者教育
の実態、反省Kついては附表をつけたので参照康いたい。
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資料1 由民生活センター教育研修事業計額一覧表(1975)

玄孫----え竺 趣 旨 対 象 人 員 時 綴 期 掲

務費者行政職員研修一 地方消援者行政の内潜在推進K必 地方消費者、行政職 約 30名 前期 5 0.6 s遜問
鮫語障E韮 要在ー鮫的基礎的知識の修得に資 員 後期 5 0.9 B週間

する。

展示業務セミナ 地方自再稜者行政1(係る上記業務の 向上 約 30名 5 O. 6 1遡跨

費f商研{酔
選営κ必要企実用的知識の修得に
資する。

者行務業
出版業務セミナ i弓 上 向上 約 30名 5 O. 1 1 l週間

政書樽
駿~
i主 研修業務セミナ 間 上 向上 約 30名 実施せず

院二高談問

消費生活に係る相談業務等に必袈 格談業務従事予定者 約 30名 地方 5 0.7-9 8週間

在一般的基機的気温最及び手続・技 等 東京 51.1-3 8遜関

法Kついての修得K資する。

談負専門研 相談業務托従事する者等κ対し、 棺談員等 (l) 50.5 1遮悶

相談事業の適切・迅速ま処理K必 (幼 50.12
要企知識・技法κついての研鎌κ
資する。

研修 当面する主重要かつカレ y ト在消聖堂 地方消費者、行政職 随時 1-2日

L公鍔講箆) 者問題について、認識を深め、今 t主主みよび一般消費者
後の消費生活の参考1(資する。 企業職員

ィ暗殺生活コ yサルタ y 消受生活の改善に関し、社会的活 一般消費者 約 30名 5 O. 7-9 8週間

1.'養成講箆 動を行在っている者または社会的

活動をめざす者K対して合理的ま
消費生活に関する活動K必要企知
識を提供する。

各分野で実施されている消費者教 一般消費者 共催極体と協議f亡よ 原則として E日

方公地行在て ポジウム
育の実情と問題点Kついて討論と b決定
情報により相ELの瑛解金よび有機
的連携を図る機会を提供する。

共う
包教 生活セ 2ナ 消費者団体等のザーダー層K対し 向上 向上 向上
体育 て生活問題K関するカレ y トかっ
と研 基幹的知識情報を提供する。

催共修事
生活講演会 務費生活I(~居心を持つ者K対して 向上 間上 113 

し業 生活問題についての知事離を提供す

る。

(君主)実施vc;t，たっては、 grjl(実絡要領在定め、とれK喜毒づいて行う。在台、実施時期はいずれも予定。

場 所 備 考

東京 前期・後期z期K分サて実施する。
東京

兵員草 展示作品研究会を併せて実施の予定。

東京

東京 5 1 年度出版業務セミナ-1(変えて実施。

未定

東京

東京 家庭管王車、相談拳~jの中から多発してい
る喜善196を選んで研殉2>2コー旦実施。

東京 年婦を通じてz回程度実施。

東京 日本消費者協会K委託して実施する。

未定 年間を通じて@カ所事重度実施。

未定 年間を通じて Bカ所程度実施。

来定 セYターのオープン、熱.r官民大会等の
記念行事に併せて共催。

自~会カ所程度実施。



資料2 東京都消費者センターの消費者教育実施計爾一覧表(1975)

講座名 ね ら レ、 対象者
1クラス

年間規模 開講時期 開講日(時)
1講藤当り

備考
定 員 時間数

〈む -8生活 消費生活κ密着した問題をテ 都内居住の一般消費者 50人 延 72閉 年間 随時 2時間 各支所 12 

教室 ーマとして、 -8学習し日常 (年令、性別、学肢を (延 72日) (各支所1'L:.l>~い (午後HI寺30分 回
生活K身近君主知識を習関得する 問わず) 100人 て毎月1-2回) -3時8扮)
ことKよ夕、消費者題I'LEl
を向けさぜる。

@消費生活 消費生活K密売ました生活知識 向上 50人 家庭シリーズ、安 岳期fてわけて実 i湿1間 3時間X6 本所2回
講座 の系統的念学習Kよb、消費 会生活γリーズ 施 (午後HI寺>--"'4時) 1 8時間 各支所2顕

生活の知識と技術の体得をと 100人 各?回延14盟 (l講座6週間)
会して、消費者意識をたかめ 1回目白(経8生日)
る。

⑤消費者啓 消費者需題を解明する基E整理 向上 50人 延?回 B期fてわけて実 週 1問 s時間X 5 本所1毘
発講媛 論の学習Kよ夕、消費者意識 1回58X 7盟 施 (午後l時8扮 1 5時間 各支所 l回

の啓発をはかる。 100.人 (延 35臼) (l講座5還問) -3碍3Q分)

③消費者間 消費者のグループ化、費組織化 都内K居住し、消費者 50人 経細 年 1期 週 1屈 8時間× 本所2函
題セミナ を促進するため、消 者活動 問題K熱意があり問題 1国16臼X3回 (本所、立JII支 (午後l時~生時) 16 立 )111題

のための匁識と能力を備えた 解決のため積極的K取 (延 48日) 所で開設) 生8時間

ド4
中核的人材を養成し学習成果 組む意欲のある者(消
の実践活動への発展をめざす 費者自体、グノレープ等

で何らかの活動を現κ
している人をや心とする)

@研修会・ 消費者団体等の民主的運営と 消費者団体の役員、消 50人 延 17由 年間 随時 8時間 本所6自
研究会 地域リーダーの資質向費上者をは 費者リーダー養成講座 (延 17S) 各支所1回

かることKよ夕、消 運動 受講修了者など。 100人 本課5鶴
の発展を期する。

⑥くらしの 見学者や、グループ念どの希 (申込自由) 50人 特I'L~し 年間 随時
つどい挟 望Kより、日常的問題をテー
麗会等 ?として、学習会をもっ。 100人

家庭科教 学校教育Kなける小中消両費校の 小中I場校家庭科教員 50人 骨四 1回88
(7本-8所月、立)11) 

8時間X8 本所、池袋
員講座 家庭科教育を通じて 者意 延 24待問 立)iI、渋谷

識の啓発を図る。 100人

社会科教 学校教育Kなける小中両校の 小中高校社会科教員 50人 S臨 1閥告白 7-8月 3時間×岳 本所、江東
員講座 社会科教育会通じて消費者意 (延 128) 延 12時間 武蔵野

識の啓発を図る。 100人



ドd

"" 

~¥4空士名 しようひぜいかっ

発 行 滋賀県生活壊境部第民生活線

鱒 集 滋賀県小学校教響研究会家庭部会

作 成 年 月昭和4.8年 9月

発行部数(配布昔日数) 16000(15500) 

副読本D使用対象 空襲内小学校s年生

取入れている教科 家庭科

編 集 方 針 子供のうちから消費者教習を行左うた

め

① 子供K橋重量生活自重獲性自認織を

与える。

② たん在品部議提供でま〈、日常生

活。中で考えるヒントを与える。

③ 学校周囲l読本としてで在〈、家へ
持ち帰h母親ともども一緒K楽しく
みられるものとした。

〈主主)各地方公共極体K問い合わせた結果をまとめ先も白。

資料s 学校I'C，晶子ける消費者教育副読本一覧

f荷重量生活続本‘よ bよいくらし 〈らしとしようひ かし ζh消費量者 とれからの暮らし
一身近在商品を考えるー

F号鯖市立消費生活センター 神戸市市民局物側部 費量 本 市 兵 摩 県

湾尼鱒崎市小学消校費消費生活教育研究部会
市立 生活保Yター 持神田戸市市小市民学校局教物価育研部究消会重量家生庭活線部 熊本市帯経小済学校局商家庭工科部商研究工会諜

熊本 兵庫県生活節生活課

昭和会 9年 g}l 硲和49年 9月 務和49年8月 紹和4.9年 2丹

20000(19788尼崎市内小学校 28000(18807:市内小学校
8000(各9年度 )(7700) HOOO(UOOO) 18335その他398) 130枝)

市内小学校 5・6年生 市内小学校 5・e年生 市内小学校5・6年生 全県下田中学2・8年生

家経科・社会科・理科(~I(家庭料) 2年間Kわた担家縫科 21F燭KわたD家庭科 技活術動(・学家庭級指、導保健)体育、 社会科、 特別

- 線集方針 指導要領Kとらわれず、消費者として 熊本市立小学校(5枝)田先生方で作 (1)特定自教科自邸読本にするのかど

① 務費者とは?その位狸づけと現 自立するための素地をつ〈る。 成委員会を設け、家縫科む教科書Kよ うか。

在。置かれている状況の裁堺{現 タヵザキュラムを作成し、とれκ添っ 消費者数曹は特定的教科Kしぼら

状認識〉在中心I(rかしとい消費 た重量考資料として作成。 ず、学校教育全体田中で、取担組ま

者 jから「行動する常事費者」へ。 ( 5・6年教師用重量考資料Fかしとh れるべきもD在ので、特1(教科は限

教育過程、目標を定め、 ζれを基 消費jが熊本市商工濃から発行されて 定し在かった。

本約方針とした。 いる。) (2) 消費者の権利を侵す実態をどうと

消費者の梅幸留ま全べ-';;1(わ らえてlt>(語、

た担、底辺底流としてとらえて 消毒聖者教育の体系化をし、それK
孝子〈。 よ勺て編集してい〈方法よ hも、中
- 消費者の権罪ゆみを教脊する 学生が身近K消費者照題をとらえる

のではまし消費者の来す役割 ょうK、藤品から入ったコ容がよい。

も向等f亡重視してとh畠げる。
③ 貌みやす〈在じみやすいよう、

身近在素材を選択する。

- 編集K事たって特K注意した点

③ 教科書と回関連づけ:できれば

教科書と関連させ定方がよい。

② 文章表現と使用カットは専門約

まも申告さける。「教えよう j等

。押しフけ的袋現在さける。

③ 保護者 (PTA)及び教鰐用。

解説書、手事i蓄を考慮する。尼崎
市では教鯨用手号i書;(解説書)を
~ljlC作成し( 5 0 0部)5 ・e年
生担当教員会員K配布した。

」一一一幽一


